[image: image1.emf]利用対象者 融資限度額 貸付期間（据置期間） 融資金利 備考

(※)基準金利＝2.15～3.20（2011年6月9日現在）

基準利率(※)より最大0.5％

引き下げ。融資後3年間は、3

千万円まで基準利率より最

大1.4％引下げ

東日本大震災復興特別貸付（日本政策金融公庫・中小企業者向け国民生活事業）

設備資金　20年以内

（5年以内）

運転資金　15年以内

（5年以内）

設備資金　15年以内

（3年以内）

運転資金　15年以内

（3年以内）

り災証明等が必要

※り災証明がなく

ても融資は受けら

れます。

・直接被害を受けた方

・原発事故に係る警戒

区域等に事業所のある

方

間接被害を受けた方

（上記の方と一定以上

の取引がある方）

6千万円（各融資

制度の限度額に

上乗せ）

[image: image2.emf]金融機関等からの借り入れが困難な世帯に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けます。

●福祉費（災害を受けたことにより臨時に必要となる経費） ●緊急小口資金：特例で上限20万円に拡大

貸付限度額 150万円（目安) 貸付限度額 20万円

貸付利率 保証人あり：無利子、保証人なし：年1.5％ 貸付利率 無利子

据置期間 6カ月以内 据置期間 2年以内

償還期間 7年以内(目安) 償還期間 1年以内

生 活 福 祉 資 金 貸 付


政府は大震災を口実に、消費者金融（サラ金）が貸し出せる枠を制限してきた「総量規制」を緩和するなど「サラ金支援策」を実施しました。これは、被災地域に限って特例を設け、借り入れ手続きを簡単にし、返済能力以上の貸し付けにお墨付きを与えるものです。サラ金は「過剰に貸し付け、金利で儲ける」という悪質なビジネス。借主は多重債務に陥る危険があり、資金繰り対策にふさわしくありません。被災者の弱みに付け込む、「すぐに貸します」という甘いワナにはまってはいけません。





○事業再開、くらし応援の制度があります！


　「既に借金があるから、銀行ではお金は借りられない…」とあきらめていませんか？いま、被災者の「二重ローン」問題が国会でも取り上げられ、新たな貸し出しをスムーズに行うための施策が検討されています。民商では、「20年返済、据置5年、3年間無利子」の国の制度や自治体の制度融資など低利で安心できる資金繰り対策を進めています。


資金繰りに困ったら「サラ金よりも」民商へご相談


ください。以下の制度のほかにもさまざまな金融支援策があります。





たとえばこんな制度も














